
鈴鹿市上下水道局企業職員の旅費に関する規程の一部を改正する規則をここに公布

する。 

令和８年３月３０日 

 

鈴鹿市上下水道事業管理者 渥 美 良 雄  

鈴鹿市上下水道局管理規程第３号 

鈴鹿市上下水道局企業職員の旅費に関する規程の一部を改正する規程 

鈴鹿市上下水道局企業職員の旅費に関する規程（平成１０年鈴鹿市水道局管理規程

第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改める。 

改 正 後 改 正 前 

（旅費の請求手続） （旅費の請求手続） 

第８条 略 第８条 略 

２ 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者

は、当該出張を完了した日の翌日から起算し

て７日（鈴鹿市の休日を定める条例（平成元

年鈴鹿市条例第２号）第２条第１項に規定す

る市の休日を除く。）以内に当該出張につい

て前項の規定による旅費の精算をしなけれ

ばならない。 

２ 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者

は、当該出張を完了した日の翌日から起算し

て５日（鈴鹿市の休日を定める条例（平成元

年鈴鹿市条例第２号）第２条第１項に規定す

る市の休日を除く。）以内に当該出張につい

て前項の規定による旅費の精算をしなけれ

ばならない。 

３  略 ３  略 

（私有自動車による出張の場合の旅費） （私有自動車による出張の場合の旅費） 

第21条 出張命令権者が私有自動車（２輪のも

のを除く。）による出張を認めた場合には、

当該私有自動車による出張に係る旅費（以下

「私有自動車賃」という。）を路程に応じ１

キロメートル当たり37円の定額により支給

する。ただし、路程が４キロメートル未満の

第21条 出張命令権者が私有自動車（２輪のも

のを除く。）による出張を認めた場合には、

当該私有自動車による出張に係る旅費（以下

「私有自動車賃」という。）を路程に応じ１

キロメートル当たり37円の定額により支給

する。 



場合は私有自動車賃を支給しない。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当するときは、私有自動車賃を支給

しない。 

 (１) 前項の路程が４キロメートル未満の

場合 

 (２) 別表第２に掲げる地区への出張の場

合 

２ 前項本文の場合において、路程は、勤務地

から目的地までを通算して現に要した路程

により計算するものとし、その合計に１キロ

メートル未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てる。 

３ 第１項の場合において、路程は、市内にあ

っては別表第３に掲げる路程に、市外にあっ

ては勤務地から目的地までを通算して現に

要した路程により計算するものとし、その合

計に１キロメートル未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てる。 

３ 第１項本文の規定により計算した私有自

動車賃の額に10円未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨てる。 

４ 第１項の規定により計算した私有自動車

賃の額に10円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てる。 

４・５  略 ５・６  略  

別表第２及び別表第３を削る。 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


